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（
質
問
の 

六
四
）

答

弁

第

六

四

号 

    

衆
議
院
議
員
山
口
好
一
君
提
出
栃
木
市
及
び
下
都
賀
郡
下
の
所
得
税
徴
收
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
六
四
号 

昭
和
二
十
六
年
二
月
十
三
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
山
口
好
一
君
提
出
栃
木
市
及
び
下
都
賀
郡
下
の
所
得
税
徴
收
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

質
問
主
意
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
栃
木
市
以
下
五
市
に
お
け
る
一
世
帶
当
り
所
得
金
額
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ 

う
に
考
え
ら
れ
る
。 

第
一
に
各
市
の
一
世
帶
当
り
の
所
得
金
額
を
單
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
、
各
市
に
お
け
る
世
帶
の
職
業
別
構
成
が
異
る 

 

場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
こ
と
に
質
問
主
意
書
に
お
い
て
比
較
さ
れ
て
い
る
一
世
帶
当
り
所
得
は
事
業
所
得 

 

の
一
世
帶
当
り
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
一
世
帶
当
り
事
業
所
得
額
の
比
較
は
、
事
業
所
得
の
な
い
世
帶
例
え
ば
源 

 

泉
徴
收
所
得
者
の
み
の
世
帶
の
数
の
多
少
を
考
え
る
と
き
は
、
課
税
の
適
否
を
判
定
す
る
に
は
不
適
当
で
あ
つ
て
、
む
し 

 

ろ
課
税
を
受
け
た
も
の
の
一
人
当
り
所
得
金
額
を
比
較
す
る
方
が
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

御
質
問
の
五
市
に
つ
い
て
、
当
方
の
資
料
に
よ
り
、
仮
に
営
業
所
得
に
つ
い
て
比
較
を
行
う
と
次
の
と
お
り
の
結
果
と 

 

な
る
。
（
世
帶
数
に
つ
い
て
は
前
回
の
質
問
主
意
書
に
掲
げ
ら
れ
た
数
字
に
よ
る
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
い
か
に
も
一
世
帶
当
り 

の
数
字
は
、
は
な
は
だ
し
い
懸
隔
が
認
め
ら
れ
る
が
、
課
税
者
一
人
当
り
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
と
思
わ 



二 

栃
木
市
の
課
税
が
不
当
で
あ
る
か
ら
是
正
の
措
置
を
取
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
一
に
述
べ
た
よ
う
に
、
お
お
む 

ね
妥
当
と
思
わ
れ
る
し
、
又
こ
こ
に
掲
げ
た
数
字
は
、
最
終
課
税
額
（
誤
謬
訂
正
後
の
数
字
）
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
当
初

課
税
に
若
干
の
不
備
が
あ
つ
た
と
し
て
も
す
で
に
是
正
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

      

れ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 
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